
○
経
済
産
業
省
令
第
九
十
号

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
、
実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
特
許
協
力

条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様	

式
第
2
9

（ 第
2
4
条
関
係

）


【書
類
名

】

明
細
書


【発
明
の
名
称

】
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【
（
【

（
【

（
【

（
【 【 技
術
分
野

】

背
景
技
術

先
行
技
術
文
献 】

）
】
）

】
）

（
【

（
【

（
【 特

許
文
献

非
特
許
文
献

】
）

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

発
明
の
効
果

】
）

】

図
面
の
簡
単
な
説
明

】
）

（
【図
１

】
）

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

（
【実

施
例

】
）

】
）

発
明
の
概
要

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

【 【

】

】
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１

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【２３ 〔 産

業
上
の
利
用
可
能
性

符
号
の
説
明

】
）

受
託
番
号

】
）

配
列
表

】
）

配
リ

列
表
フ

テ
キ
ス
ト

ー

】
）】

）

用
紙
は
、

A
日
本
工
業
規
格
列
４
番

（ 横
2
1
c
m 、
縦
2
9
.
7
c
m

）

紙
は

な
文

用
に

不
要

字
、

き
の
大

さ
と
し
、

キ
が
に

ま
字
が
透

イ
ン

じ
ず

文
、

け
い
線
等
を
記
載
し
て
は
な
ら
な

原
則
と
し
て
そ
の
左
右
に
つ
い
て 

書
左
横
書

１
き
方
は

行
は
4
0

、

白
は

余
少
な

と
紙
の

下
各

２
く

も
用

左
右
及
び
上

に
々

c
m

、

き
通
ら
な

の
を

し
て

い
も

縦
長
に

用
い
、

い
。

は
各
々
2
.
3
c
m
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

に
ペ
ー

記
号

線
枠

、
、

を
と

の
と
し

る
も

、

字
詰
め
と
し
、
１
ペ
ー

5
0

ジ
は

行
以
内
と
し
、
各
ペ
ー
ジ
の
上
の
余
白
部
分
の
右
端 

を
す

ジ
数

記
入

る
。

備
考

〕

- 3 -



４５６７８９

文
は

字
、
1
0 

1
2

ポ
イ
ン
ト

ら
か

ポ
イ
ン
ト

で
の
大
き

で
ま

さ
、
タ
イ
プ
印
書
等
に
よ
り
、

で
黒
色

、
明
り
よ
う
に
か 

容
す
こ
と

で
き
な

う
き

つ
易
に
消

が
い
よ

に
書

、

用
い
る
。

「
【

用
い
て
は
な
ら
な
い
。

「
【
」

「
】
」

場
合
に

い
発
明

名
て

こ
の

お
の

称
、

平
仮
名

（外
来
語
は
片
仮
名

）、
常
用
漢
字
及
び
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を

て
の
欄
に
記
載
す
る
当
該
発
明
の
内
容
に
つ
い

は
、

】
」

ま
た
、

▲

」及
び 

「▼

」は
用
い
て
は
な
ら
な
い

（欄
名
の
前
後
に

、
、

「

及
び

「
】
」を

用
い
る
と
き
を
除
く
。

。）

【
」

て
、

は
、 各

紙
お

て
は

用
に

い
、

ね
き

行
を
行

て
は
な
ら
な

重
書

及
び

間
挿
入

つ
い
。

技
術
的
に
正
確
か
つ
簡
明
に
発
明
の
全
体
を
出
願
当
初
か
ら
記
載
す
る
。

原
則
と
し

抹
消

訂
正

て
、

、

文
章
は
口
語
体
と
し
、

こ
の
場
合
に
お
い

の
文
献
を
引

し
て

の
え
て
は
な
ら
な

他
用

明
細
書

記
載
に
代

い
。

技
術
用
語
は
、
学
術
用
語
を
用
い
る
。

語
は

用
、

の
す

通
の

で
使

し
そ

有
る
普

意
味

用
、

だ
し

た
、

か
つ
、
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
全
体
を
通
じ
て
統
一
し
て

使
す

用
る
。

特
の

で
使

し
う
と
す

お
て

定
意
味

用
よ

る
場
合
に

い
、
そ
の
意
味
を
定
義
し
て
使
用
す
る
と
き

で
こ
の
限
り

な
い
。

標
は

登
録
商

、
当
該

標
を
使

し
な
け
れ
ば
当
該
物
を

示
す

こ
と

で
き
な

限
使

し
登
録
商

用
表

る
が

い
場
合
に

り
用

、

半
角
を

「

- 4 -



こ
の

は
場
合

、
標
で

を
す

登
録
商

あ
る
旨

記
載

る
。

1
0


1
4

「

語
、

1
1

は
、
な
る
べ
く

1
2

と
き
は
、

1
3

「
【

な
ら
な
い
。

の
名
称

】
」

イ

物
微
生

、
外
国
名
の
物
質
等
の
日
本
語
で
は
そ
の
用
語
の
有
す
る
意
味
を
十
分
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
技
術
用 

外
国
語
に
よ
る
学
術
文
献
等
は
、

て
そ
の
日
本
名
の
次
に
括
弧
を
し

そ
の
原
語
を
記
載
す
る
。

物
の

託
て
付

れ
託

は
微
生

寄
に
つ
い

さ
た
受

番
号

、
の

物
の

す
そ

微
生

名
次
に
記
載

る
。
受
託
番
号
を
ま
と
め
て
記 

き
載
し
よ
う
と
す
る
と

は
、

て
原
則
と
し

符
号
の
説
明
の
記
載
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
し
、
当
該
記
載
事
項
の
前
に

「
【受

託
番
号

】
」の

し
を
付
す

見
出

。

て
化
学
物
質
を
記
載
す
る
場
合
に
お
い

、
で

物
質
名
だ
け

は
、
そ
の
化
学
構
造
を
直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な 

物
質

え
名
に
加

、
学
構
造
を
理

す
こ
と

で
き

う
な

学
を
な

べ
す

化
解

る
が

る
よ

化
式

る
く
記
載

る
。

発
明
の
名
称

は
、
明
細
書
の
最
初
に
記
載
し
、
当
該
発
明
の
内
容
を
簡
明
に
表
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば 

】
」

発
明
の
詳
細
な
説
明

は
、

」 

2 4
第

3
6

の
２

特
許

条
及
び

法
第

規
す

と
こ
ろ

条
第
４
項
に

定
る

に
従
い
、

「
【発

明 

の
欄
の
次
に
、

で
次
の
要
領

記
載
す
る
。

原
則
と
し
て
、
特
許
を

け
う
と
す

の
す

の
分

を
し

受
よ

る
発
明

属
る
技
術

野
記
載

、
該

の
前

は
当

記
載
事
項

に
、

- 5 -



「
【

ロ

る
。

ハ

技
術
分
野

】
」の

し
を
付
す

見
出

。

文
献

知
を

公
発
明

含
め
、
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
に
関
連
す
る
従
来
の
技
術
に
つ
い
て
な
る
べ
く
記
載
す

そ
の
記
載
は
、

「特
許
文
献
１

」、

「非
特
許
文
献
１

」の
よ
う
に
、

先
行
技
術
文
献

「
【

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

】
」の

欄
に
お
い

て
の

在
付
し

を
引

し
て

す
こ
と

望
し

情
報

所
に

た
番
号

用
記
載

る
が

ま
い
。

当
該
記
載
事
項

の
前
に
は
、

【背
景
技
術

】の
見
出
し
を
付
す
。

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
に
関
連
す
る
文
献
公
知
発
明
の
う
ち
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
特
許
出
願
の

そ
記
載

情
報

所
ご

に
改
め

記
載

の
は

て
の

在
と

行
を

し
、

、

て
き

時
に
知
つ

い
る
も
の
が
あ
る
と

は
、

知
発
明
に
関
す
る
情
報
の
所
在
を
記
載
す
る
。

を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

そ
の
文
献
公
知
発
明
が
記
載
さ
れ
た
刊
行
物
の
名
称
そ
の
他
そ
の
文
献
公

特
許
、
実
用
新
案
又
は
意
匠
に
関
す
る
公
報
の
名
称

「
【特

許
文
献
１

特
開
〇
〇
〇
〇

】
－

〜 〇
〇
〇
〇
〇
〇
号
公
報

の
よ
う
に
記
載
し

「
【

〇
〇

」の
よ
う
に
、

、△
△
△
△
 

」× 

×
出
版
、
〇
〇
〇
〇
年
〇
月
〇
日
発
行

ｐ
、

．
〇
〇

著
者
、
書
名
、

「
【

月
の

な
を

す
日
等

必
要

事
項

記
載

る
。
こ
の

お
て

場
合
に

い
、
各

の
前

は
記
載
事
項

に
、
な
る
べ
く

学
術
論
文
の
名
称
そ
の
他
情
報
の
所
在
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

非
特
許
文
献
１

〇
〇
〇
〇
著

】 」

- 6 -

、

「

発
行
年

特
許
文
献



ニ

な
お 及
び

非
特
許
文
献

特
許
文
献

非
特
許
文
献

又
は

非
特
許
文
献

の
し
を
付
す

見
出

。

、

「

の
し
を
付
し

見
出

、
こ
れ
ら
の
記
載
の
前
に
は
な
る
べ
く

先
行
技
術
文
献

き
が
２
以
上
あ
る
と

は
、
な
る
べ
く
次
の
よ
う
に

「
【特

許
文
献

】
」

「
【

】
」

「
【非

特
許
文
献
１

載
す
る
順
序
に
よ
り
連
続
番
号
を
付
し
て
記
載
す
る
。

１
特
許
文
献
２

、
、

】
」

「
【非

特
許
文
献
２

、

】
」の

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
記

原
則
と
し
て
、
そ
の
発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題
及
び
そ
の
課
題
を
発
明
が
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
か
を
記

」 】
」【先

行
技
術
文
献

【 【
「
【

特
許
文
献

【 【 【 【非
特
許
文
献
１

非
特
許
文
献
２

特
許
文
献
１

特
許
文
献
２

】 】
】 」

】 】 】
」】 】 「

」

「
【

】
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で
と
き
は

あ
る

、

す
載

る
ま
た

。
、

「
【

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
が
従
来
の
技
術
と
の
関
連
に
お
い
て
有
利
な
効
果
を
有
す
る
も
の

な
べ

の
効

を
す

る
く
そ

果
記
載

る
。
こ
の

お
て

場
合
に

い
、
各

の
前

記
載
事
項

に
は
、

】
」

「
【

】
」

「
【

「
【

】
」

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
そ
の
実
施
を
す
る

発
明
の
概
要

の
し
を
付
す

見
出

。
の

し
を
付
し

見
出

こ
れ
ら
の

の
前

は
記
載

に
、

、

」

ホ

】
」

ヘ

こ
と

で
き

う
が

る
よ

に
、

具
体
的
に

た
実

記
載

る
き

と
は

こ
れ
を

示
し

施
例
を

す
、

。

思
う

の
を
少
な

と
て

し
も

く
も
一
つ
掲
げ

記
載

、

を
ど
の

う
施
す

を
示
す

の
施
の

態
を

し
発
明

よ
に
実

る
か

発
明

実
形

記
載

、
必
要
が
あ
る

そ
の
発
明
の
実
施
の
形
態
は
、
特
許
出
願
人
が
最
良
と

該
の
前

は
当

記
載
事
項

に
、

「
【発

明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

の
見
出
し
を
付
す
。
ま
た
、
実
施
例
の
記
載
の
前
に
は
、
な
る
べ
く

、

「
【

実
施
例

「
【

例
２

と
は

施
が

以
上
あ
る

な
る
べ
く

き
、

「
【

よ
り
連
続
番
号
を
付
し
た
見
出
し
を
付
す
。

け
う
と
す

の
の

方
よ

る
発
明

産
業
上

利
用

法
、

見
出

実
の

し
を
付
し
、

】
」

の
よ
う
に
記
載
す
る
順
序
に

実
施
例
１

】
」

実
施
例
２

】
」

で
き

で
き

特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
発
明
が
産
業
上
利
用
す
る
こ
と
が

る
こ
と
が
明
ら
か

な
い
と

は
、

方
又
は
使

方
を
な

べ
し

生
産

法
用

法
る

く
記
載

、
当
該
記
載
事
項
の

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

、
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

及
び

発
明
の
効
果

な
る
べ
く

】

特
許
を
受

- 8 -



前
は

に
、
な
る
べ
く

産
業
上
の
利
用
可
能
性

「
【

】
」の

し
を
付
す

見
出

。

 

「
【

付
す
。

1
6

の
前
に

数
１

表
２

1
7

1
5

「図
面
の
簡
単
な
説
明

は
、

」

図
の
説
明
ご
と
に
行
を
改
め
て

図
１

】

図
２

立
面
図

の
見
出
し
を

「
【

平
面
図

」、

「
【

図
面
の
簡
単
な
説
明

】

図
３

】断
面
図

」の
よ
う
に
記
載
し
、
当
該
図
の
説
明
の
前
に
は
、

「
【

】
」

図
の

な
分
を

す
の

を
す

と
き
は

主
要

部
表

符
号

説
明

記
載

る
、

該
の

の
前

は
当

符
号

説
明

に
、
な
る
べ
く

符
号
の
説
明

】
」の

見
出
し
を
付
す
。

学
を

し
う
と
す

は
化

式
等

明
細
書
中
に
記
載

よ
る
場
合
に

、
化
学
式
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
化
学
式
の
記
載 

「
【化

１

】
」

化
２

】
」

よ
に

数
式

記
載

よ
る

数
式

記
載

に
の

う
を

し
う
と
す

と
き
は

の
の
前

、

表
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
表
の
記
載
の
前
に

、

】
」 「

【

数
２

の
う

よ
に
、

】
」

】
」 

「
【

表
１

、

て
の
よ
う
に
記
載
す
る
順
序
に
よ
り
連
続
番
号
を
付
し

記
載
す
る
。

「
【

】
」

1
7
0
m m 

横
、

化
学
式
等
は
、

2
5
5
m m

縦

作
た

列
表

記
載

当
列
表

に
成
し

配
を

し
該
配

の
前

は
、

超
え
て

し
て
は
な
ら
ず

記
載

、

塩
配

又
は
ア
ミ

酸
配

を
す

は
基

列
ノ

列
記
載

る
場
合
に

、

配
は

落
を
付
し
て
は
な
ら
な

列
表
に

段
番
号

い
。

１
の

を
付
し

学
を

番
号

た
化

式
等

複
数
ペ
ー

し
て
は
な
ら
な

ジ
に
記
載

い
。

明
細
書
の
最
後
に
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

配
列
表

の
見
出
し
を
付
す
。

て
こ
の
場
合
に
お
い

、

「
【

】
」

ま
た
、

リ
フ

ー
テ
キ
ス
ト
の
繰
り
返
し
記
載

（配
列
表
に
つ
き
特
許

、

」、「
【

「
【

「
【

を

- 9 -



庁
長
官
が
定
め
る
事
項

見
出
し
を
付
す
。

）を
す

と
き
は

記
載

る
、

該
の
前

は
当

記
載
事
項

に
、

「
【配

リ
列
表
フ

ー
テ
キ
ス
ト

1
8


】
」

、

「
【

、

「
【

例

】
」

ー。、

「
【

1
9


（配
列
表
は
除
く
。

）に
は
、

て
原
則
と
し

、
明
細
書

発
明
の
詳
細
な
説
明
の
段
落
、
図
面
の
簡
単
な
説
明
の
図
の 

若
し

は
の

又
は
配

の
リ

説
明

く
符
号

説
明

列
表

フ
ー

ト
の

し
の
前

テ
キ
ス

繰
り
返

記
載

に
、

】
」、

「
【 0

0
0
2

】
」

背
景
技
術

】
」

「
【

】
」 そ

れ
ぞ
れ

「
【
」

を
付
し
た
４
桁
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

0
0
0
1

「
【

「
【 

こ
の

お
て

場
合
に

い
、

「
【技

術
分
野

】
」、

の
よ
う
に
連
続
し
た
段
落
番
号
を
付
す
。

、
特
許
文
献

、

「
【非

特
許
文
献

発
明
の
概
要

発
明
の
効
果

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

図
面
の
簡
単
な
説
明

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

】
」

】
」 、、

「
【

「
【

】
」

「
【

、

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

】
」

「
【

】
」

、

「
【産
業
上
の
利
用
可
能
性

、

「
【受

託
番
号

】
」

、
又
は

「
【

】
」、

「
【符

号
の
説
明

】
」

、

「
【

配
列
表
フ
リ

テ
キ
ス
ト

ま
た
、

の
し
の

落
を
付
し

見
出

次
に
段

番
号

、
こ
れ
ら
の
見
出
し
の
前
に
段
落
番
号
を
付
し
て
は
な
ら
な
い

】
」

「
【特

許
文
献
１

】
」、

「
【非

特
許
文
献
１

】
」、

「
【化

１

】
」、

「
【数

１

】
」、

「
【

て
の
よ
う
な
番
号
の
次
に
段
落
番
号
を
付
し

は
な
ら
な
い
。

図
１

】
」

お
け

各
は

明
細
書
に

る
記
載
事
項

、
原
則
と
し
て

の
し
の

で
す

の
と
す

様
式
中

見
出

順
序

記
載

る
も

る
。

】
」の

及
び

「
】
」

】
」

実
施

- 10 -

表
１だ
し

た
、 】

」



行
文
献
の

て
は

先
技
術

記
載
に
つ
い

、
の

の
と
す

こ
と

で
き

明
細
書
中

任
意

位
置

る
が

る
。

「
（
【先

行
技
術
文
献

】
）

】
）

（
【

（
【

（
【

発
明
の
開
示

発
明
の
効
果

特
許
文
献

非
特
許
文
献

】
）

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【

】】
）

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
最
良
の
形
態

実
施
例

】
）

産
業
上
の
利
用
可
能
性

】
）

】
）

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の

発
明
の
効
果

】
）

様
式
第
三
十
一
の
六
中

」
を

図
面
の
簡
単
な
説
明

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【

】
）

図
１

】
）

図
面
の
簡
単
な
説
明

】
）

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

図
１

（
【

実
施
例

】
）

】
）

符
号
の
説
明

産
業
上
の
利
用
可
能
性

】
）

「

【 【 【

】

【

】

】

【 【

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

発
明
の
概
要

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す

- 11 -

】
）



手
段】
）

る
課
題

】
】

（
【符

号
の
説
明

】
）

（
【受

託
番
号

】
）

に
改
め
る
。

- 12 -



」

様
式
第
五
十
一
中

「
面

図

書
約

要

」
を

「

書面

約
要図

に
改
め
る
。

」

様
式
第
五
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式

5
1
の

第
２

（ 第
3
8
条
の
２
関
係

）

- 13 -



【 【 【 【
（
【

（
【

（
【 書
類
名

明
細
書

発
明
の
名
称

発
明
の
概
要

発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

【 【

】

】 】

】
技
術
分
野

】

背
景
技
術

先
行
技
術
文
献 】

）

（
【

（
【

（
【

】
）

】
）

特
許
文
献

非
特
許
文
献

】
）

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

発
明
の
効
果

】
）

】

図
面
の
簡
単
な
説
明

（
【図

１

】
）

】
）

- 14 -



１

（
【発

明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

（
【実

施
例

】
）

（
【産

業
上
の
利
用
可
能
性

】
）

（
【符

号
の
説
明

】
）

（
【受

託
番
号

】
）

（
【

】
）

（
【配

列
表

】
）

配
リ

列
表
フ

テ
キ
ス
ト

ー

】
）

備
考イ

語
は

用
、

明
細
書
の
翻
訳
文
は
、

し
て
使

す
用

る
。

き
る
と

は
、

ロ

で
次
の
要
領

記
載
す
る
。

の
す

通
の

で
使

し
そ

有
る
普

意
味

用
、
か
つ

明
細
書

、
、
請
求
の
範
囲
の
翻
訳
文
全
体
を
通
じ
て
統
一

だ
し

た
、
特

の
で
使

し
う
と
す

お
て

定
意
味

用
よ

る
場
合
に

い
、
そ
の
意
味
を
定
義
し
て
使
用
す

で
こ
の
限
り

な
い
。

発
明
の
名
称

は
に

、
願
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の

（国
際
調
査
機
関
が
発
明
の
名
称
を
決
定
し
た
と
き
は

「
【

】
」

〔

〕

- 15 -



、
国
際
調
査
機
関
が
決
定
し
た
も
の

）を
翻

し
て

す
訳

記
載

る
。

ハ
明
細
書

（配
列
表
は
除
く
。

）

は
、

の
落
の
前

付
す

落
は

段
に

段
番
号

、

「
【 0 0 0 1

】
」、

「
【 

ニホヘ

記
載
す
る
。

「発
明
の
詳
細
な
説
明

「
【発

明
の
名
称

0 0 0 2

】
」

、

「
【

の
の

す
の
と
し

欄
次
に
記
載

る
も

、

」

】
」

し
は

見
出

、

【技
術
分
野

】
」、

「
【

】
」、

「
【

発
明
の
概
要

背
景
技
術

】
」

先
行
技
術
文
献

】
」、

「
【

】
」、

特
許
文
献

、

「
【

非
特
許
文
献

「
【

】
」

】
」

】
」

「
【

、
発
明
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

段

】
」、

「
【

の
利
用
可
能
性

発
明
の
効
果

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手

実
施
例

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

】
」、

「
【

、

「
【 「

【

】
」の
う

す
よ

に
記
載

る
。

「図
面
の
簡
単
な
説
明

の
図
の
番
号
は
、

」

図
の
説
明
ご
と
に
行
を
改
め
て

図
面
の
簡
単
な
説
明

図
１

】
」

】
」

、

「
【

、

「
【

図
２

の

】
」

符
号
の
説
明

う
し

よ
に
記
載

図
の

の
前

は
説
明

に
、

、

「
【

が
あ
る
場
合
に
は
符
号
の
説
明
の
前
に
な
る
べ
く

て
て

き
微
生
物
の
寄
託
に
つ
い

付
さ
れ
た
受
託
番
号
を
ま
と
め

記
載
し
よ
う
と
す
る
と

は
、

は
に

、

の
し
を
付
す

見
出

。

の
し
を
付
す

見
出

。

ま
た
、

符
号
の
説
明

】
」

】
」

「
【

当
該
記
載
事
項
の
前

な
る
べ
く

受
託
番
号

の
し
を
付
す

見
出

。

「
【

】
」

の
よ
う
に

各
々

「

産
業
上

- 16 -



２【 【 【 【
（
【

（
【 （

実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条（

【
（
【

様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

技
術
分
野

背
景
技
術

先
行
技
術
文
献

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特
許
文
献

非
特
許
文
献

の
は

そ
他

、
の

１
ら

で
備
考

か
５
ま

、
、

、
様
式
第

７
及
び

2
9

1
6

1
7

９
と
同

と
す

様
る
。

】
）

】
）

】
）】

）
様
式
第
３

（

考
案
の
名
称

書
類
名

】

第
２
条
関
係

】
】 】

明
細
書

）

考
案
の
概
要

- 17 -



〔 【
考
案
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

図
面
の
簡
単
な
説
明

備
考

〕

】

【 【

】

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

考
案
の
効
果

】
）

図
１

】

】

（
【【

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【

（
【 考

案
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

】
）

実
施
例

】
）

配
リ

列
表
フ

テ
キ
ス
ト

ー

産
業
上
の
利
用
可
能
性

符
号
の
説
明

】
）

配
列
表

】
）

】
）】

）

紙
は

用
、

A
規
格

日
本
工
業

列
４
番

（ 

の
大

と
し

さ
イ
ン

じ
ず

キ
が
に

ま
き

、
、

横
文
字
が
透

2
1
c
m 、
縦
2
9
. 7
c m

）

- 18 -

１



き
通
ら
な

の
を

し
て

い
も

縦
長
に

用
い
、

い
。

2
.

は
各
々

3
c
m

余
く

も
用

左
右
及
び
上

に
々

白
は

少
な

と
紙
の

下
各

２
c
m

、

紙
は

な
文

用
に

不
要

字
、
記
号
、

線
枠

、
け
い
線
等
を
記
載
し
て
は
な
ら
な

原
則
と
し
て
そ
の
左
右
に
つ
い
て

２３

に
ペ
ー

４

【
」

を
と
る
も
の
と
し
、

を
な

の
と
す

超
え

い
も

る
。

き
書

方
は
左
横
書
、

4
0

１
行
は

5
0

ジ
は

で
き

で
ポ
イ
ン
ト
ま

の
大

さ
、

字
め

１
ペ

詰
と
し
、

ー

タ
イ
プ
印
書
等
に
よ
り
、

以
内

ペ
行

と
し

各
、

ー
ジ
の
上
の
余
白
部
分
の
右
端 

を
す

ジ
数

記
入

る
。

文
字
は
、

1
2

1
0
ポ
イ
ン
ト
か
ら

で
黒
色

、
明
り
よ
う
に
か 

場
合
に

い
考
案

名
て

こ
の

お
の

称
、

容
す
こ
と

で
き
な

う
き

つ
易
に
消

が
い
よ

に
書

、

用
い
る
。

「
【

用
い
て
は
な
ら
な
い
。

「
【
」

「
】
」 平

仮
名

（外
来
語
は
片
仮
名

）、
常
用
漢
字
及
び
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を

て
の
欄
に
記
載
す
る
当
該
考
案
の
内
容
に
つ
い

は
、

】
」

ま
た
、

▲

」

、
、

「
及
び 

「▼

」は
用
い
て
は
な
ら
な
い

（欄
名
の
前
後
に

及
び

）

「
】
」を

用
い
る
と
き
を
除
く
。

。

て
各
用
紙
に
お
い

は
、

文
章
は

語
と
し

口
体

、

抹
消

て
原
則
と
し

訂
正

、
、

き
て

重
ね
書

及
び
行
間
挿
入
を
行
つ

は
な
ら
な
い
。

正
簡

の
を

ら
す

技
術
的
に

確
か
つ

明
に
考
案

全
体

出
願
当
初
か

記
載

る
。
こ
の
場
合
に
お
い

- 19 -

半
角
を

「

５６



て
、
他
の
文
献
を
引
用
し
て
明
細
書
の
記
載
に
代
え
て
は
な
ら
な
い
。




学
語
を

術
用

用
い
る
。




と
は

物
質

え
名
に
加

き
、

、

語
、
外
国
語
に
よ
る
学
術
文
献
等
は
、
そ
の
日
本
名
の
次
に
括
弧
を
し
て
そ
の
原
語
を
記
載
す
る
。

９
標
は

登
録
商

該
標
を
使

し
な
け
れ
ば
当
該
物
を

示
す

こ
と

な
限

使
し

当
登
録
商

用
表

る
が

い
場
合
に

り
用

で
き

、
、

る
り

い
き

す
と

は
で

こ
の
限

な
、

。

統
し

使
す

一
用

る
特

の
使

し
う
と
す

お
定

意
味

用
よ

る
場
合
に

い
て

で
て

。
、

８
用

か
つ

語
は
、

、

７
語
は

技
術
用

、

学
構
造
を
理

す
こ
と

で
き

う
な

学
を
な

べ
す

化
解

る
が

る
よ

化
式

る
く
記
載

る
。

1 11

1 02

こ

「
【

の微化

場生学

合物物考

、 は案 質

、外 その を

登国 の記名

録 有名載称

】
」

商 すのす

標 た る物る

で質 だ 普は 場

、 あ し等 通合

、る のの明 に

旨 意日細 お

を 味書 本い

記語 での て
、 載で 使最

す 用物 は初

る し質 そに

。 、名 の記

だ 用載
し け 語

、 で の

明当 は 有

、 す 細該

書考 るそ

意 及の案

びの 味化

を 実内 学

用十構容

分 新を 造

案表を簡

登明 現直

す 録ちに

そ 請表 るに

こ の 求理示

意 のす と解

が 味 範する

を 囲も でる

き 定 全の こ

な 義 体とで

い し をな が

技 て 通困け

使 じれ 術難

用 用 てなば 

な
ら
な
い
。

- 20 -



「

は
、

「
【考

案 

す
載

る
ま
た

。
、

ニ
て

原
則
と
し

、

】
」

次
の
要
領
で
記
載
す
る
。

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
考
案
の
属
す
る
技
術
の
分
野
を
記
載
し
、

の
し
を
付
し

見
出

、
、 前
に
は
、

「
【

】
」

な
る
べ
く
そ
れ
を
記
載
し

1
3

ロ イ

、

実 原当 考

該 用 則 案

記 新 と の

載 案 し 詳

事 て登 細

、項 技録 な

の 術を 説

前 分受 明

に 野け

は よ

、 う

「
【

のと 第

見す ３

背 出る 条

景 し考 及

技 を案 び

術 付に 実

】
」

す関 用

。連 新

の す 案

見 る 法

出 従 第

し 来 ５

を の 条

付 技 第

す 術 ４

。 が 項

あ に

る 規

と 定

き す

は る

、 と
こ
ろ
に

当 従

該 い
、記
載
事
項
の

」

な
る
べ
く

非
特
許
文
献

先
行
技
術
文
献

見
出

術
論

名
そ

他
名

記
載

よ
る

の
し
を
付
し

き
学

文
の

称
の

文
献

を
し

う
と
す

と
は

、
、

は
す

の
称
を

し
う
と
す

と
は

意
匠
に
関

る
公
報

名
記
載

よ
る

の
の
前

は
そ

記
載

に
特
許
文
献

き
、

、

ハ
従

技
術
に
関

る
が
存

る
実
用
新
案

そ
名

る
く
記
載

る
き

来
の

す
文
献

在
す

と
は

又
の
文
献

を
な

べ
す

特
許

、
。

、

な
る
べ
く

「
【

】
」

そ
の
記
載
の
前
に
は

「
【

】
」

こ
れ
ら
の
記
載
の
前
に
は
な
る
べ
く

「
【


】
」の
見
出
し
を
付
す
。




そ
考
案
が
解
決

よ
る

題
及
び
そ

題
考
案
が

よ
に
解
決

た
か

記
の

し
う
と
す

課
の
課

を
ど
の

う
し

を

の
名
称

の
の

欄
次
に
、

実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
考
案
が
従
来
の
技
術
と
の
関
連
に
お
い
て
有
利
な
効
果
を
有
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こ
の

お
て

場
合
に

い
、

「
【

】
」、

「
【

】
」

「
【

】
」

「
【

】
」

必

録
出
願
人
が
最
良
と
思
う
も
の
を
少
な
く
と
も
一
つ
掲
げ
て
記
載
し
、
当
該
記
載
事
項
の
前
に
は
、

「
【考

案
を
実

ヘ ホ

実 見 施 要 施 の な す

当 用 実 が を 実 効 る出 す る

該 新 用 し る あ す 用 果 べ も

記 案 新 を た る る 新 く の

載 登 案 付 め と こ 案 で

事 の登 登録 し の き と あ

、項 見を 録 形 は が 録 考 る

、の 出受 を 実 態 で を 案 と

】
」

前 しけ 受 施 こ き 受 が き

に をけよ 例 れ る け 解 は
、は 付よ よ 決う が の を よ

、 しと う 見 具 う う し２ な

、な す と 以 出 体 に と よ る

、る る す 上 し 的 す う べ

べ る考 あ を に 考 る と く

く 考 考 す案 る 付 示 案 そ

の 案 と す し を 案 る の

。産 が き た ど の 課 効

業 産 は 実 の 属 題 果

、業上 施 よ す を

の 上 る例 う 記

利 利 実 を に 技 載

用 術用 施 記 実 す

方 す 例 載 施 の る
。る 分法 の す す

、 こ 記 る る 野

。と に生 実 載 か

考産 が を お施 の そ

案で け方 例 前 の 示

の の法 き る１ に 考 す

見 概る又 は 案 考 通

、出 要こ 常は の 案

し 使 と 実 の の

を が 知用 施 実

付 方 明 の 施 識 各

す ら を法 形 の 記

。

「
【

を か 態 形 有 載

で すな は 態 事

、る な を る 及実 項

べ い 施 実 記 者 び の

く と が例 用 載 前

】
」

記 き の 新 し そ に

、は の載 よ 案 は

、 、し う 登 実の

な
る
べ
く

「
【

】
」、

「
【実

施
例
２

】
」

に
記
載
す
る
順
序
に
よ
り
連
続
番
号
を
付
し
た
見
出
し
を
付
す
。

産
業
上
の
利
用
可
能
性

、

ま
た

な
る
べ
く

、

見
出

に
見
出

こ
れ
ら
の

し
の
前

は
の

し
を
付
す

、
。

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

考
案

「
【

】
」

- 22 -



1
4


図
面
の
簡
単
な
説
明

」は
、
図
の
説
明
ご
と
に
行
を
改
め
て

図
１

】平
面
図

図
面
の
簡
単
な
説
明 図
２

「

「
【

」、

「
【

】

図
３

「
【

付
す
。

1
5
 １

】
」

1
6

】断
面
図

」の
う

し
よ

に
記
載

、
当
該
図
の

の
前

は
説
明

に
、

「
【

立
面
図

の
見
出
し
を

】
」

き
図
の
主
要
な
部
分
を
表
す
符
号
の
説
明
を
記
載
す
る
と

は
、
当
該
符
号
の
説
明
の
前
に
は
、
な
る
べ
く

以
下

「

符
号
の
説
明

】
」の

見
出
し
を
付
す
。

0
2
0
8

表
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ

号

」

。

）
書
中
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

化
式

記
載

に
化

学
の

の
前

１

学
を

化
式
等

複
数
ペ

し
は
な
ら
な

ジ
に
記
載

い
て

ー
。

規
格

業
Ｘ

と
い
う

0
2
0
8

化
式

数
式

学
、

、

「
【

】
」、

載
の
前
に

号

（平
成
９
年

情
報
交
換
用
漢
字
符
号
系
。

）
（

に
定
め
ら
れ
て
い
る
文
字
以
外
の
文
字

（以
下

「化
学
式
等

」

。

）

１
の
番
号
を
付
し
た 

と
い
う

を
明
細 

1
7
0
m m 

横
、

2
5
5
m m

縦
て

て
を
超
え

記
載
し

は
な
ら
ず
、

こ
の

お
て

場
合
に

い
、
化
学
式
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

「
【化

２

】
」

よ
に

数
式

記
載

よ
る

数
式

記
の

う
を

し
う
と
す

と
き
は

の
、

表
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
表
の
記
載
の
前
に

数
１

表
２

数
２

「
【

「
【

】
」

】
」 、

「
【

】
」

の
う

す
を
付
し
て

す
よ

に
記
載

る
順
序
に
よ
り
連
続
番
号

記
載

る
。

の
う

よ
に
、

、

塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
明
細
書
の
最
後
に
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

配
列
表

成
し

を
し

作
た
配
列
表

記
載

、
当
該
配
列
表
の
前
に
は

「
【

の
し
を

す
見
出

付
。
こ
の

お
て

場
合
に

い
、

】
」

」、「
【

日
本
工 

「
【表
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配
は

落
を
付
し
て
は
な
ら
な

列
表
に

段
番
号

い
。

庁
長
官
が
定
め
る
事
項

見
出
し
を
付
す
。

）を
す

と
き
は

記
載

る
、

該
の
前

は
当

記
載
事
項

に
、

ま
た

リ
フ

、
ー
テ
キ
ス
ト
の
繰
り
返
し
記
載

（配
列
表
に
つ
き
特
許

「
【配

リ
列
表
フ

ー
テ
キ
ス
ト

」

1
7


「
【

「
【

】
」

、

「
【

1
8

明
細
書

（配
列
表
は
除
く
。

）

は
原
則
と
し
て

に
、

の
な

の
落

考
案

詳
細

説
明

段
、
図
面
の
簡
単
な
説
明
の
図
の
説 

明
若
し
く
は
符
号
の
説
明
又
は
配
列
表
の
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
の
繰
り
返
し
記
載
の
前
に
、

】
」、

「
【 0

0
0
2

】
」

背
景
技
術

】
」

「
【

】
」 そ

れ
ぞ
れ

「
【
」

を
付
し
た
４
桁
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

「
【 0

0
0
1

「
【

の
う

し
落

を
付
す

よ
に
連
続

た
段

番
号

。

て
の
場
合
に
お
い

、

「
【技
術
分
野

】
」、

、
特
許
文
献

「
【

考
案
の
概
要

考
案
の
効
果

、

「
【

】
」

】
」 、

「
【

、

「
【 考

案
が
解
決
し
よ
う
と
す
る
課
題

図
面
の
簡
単
な
説
明

】
」、

、

「
【非

特
許
文
献

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段

】
」

「
【

、
考
案
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

】
」、

「
【

】
」

産
業
上
の
利
用
可
能
性

符
号
の
説
明

又
は

「
【配

リ
列
表
フ

ー

】
」、

「
【

】
」

し
の

落
を
付
し

次
に
段

番
号

、

テ
キ
ス
ト

ま
た
、

こ
れ
ら
の

し
の
前

落
を
付
し
て
は
な
ら
な

見
出

に
段

番
号

い
。

「
【

数
１

】
」、

「
【表

１

】
」、

「
【図

１

】
」

て
の
よ
う
な
番
号
の
次
に
段
落
番
号
を
付
し

は
な
ら
な
い
。

お
け

各
は

明
細
書
に

る
記
載
事
項

、
原
則
と
し
て

の
し
の

で
す

の
と
す

様
式
中

見
出

順
序

記
載

る
も

る
。

】
」の

及
び

「
】

こ

】
」、

】
」、

実
施
例

の
見
出

化
１

】
」

だ
し

た
、
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て
は
、
明
細
書
中
の
任
意
の
位
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
審
査
官
の
指
定
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
審
判
官
」
を
「
審
査
官
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
審
判
官
」
を
「
審
査
官
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
審
理
」
を
「
審
査
」
に
改
め
、
同
号
を
第
六
号
と
し

、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

事
件
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
た
命
令
に
審
査
官
と
し
て
関
与
し
た
者

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
審
判
官
」
を
「
審
査
官
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
審
理
」
を
「
審
査
」
に
、
「
審
判
官
」
を
「
審
査
官
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
五
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
首
席
審
査
官
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
審
判
官
の
」
を
「
審
査
官
の
」
に
、

「
首
席
審
判
官
」
を
「
首
席
審
査
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
首
席
審
判
官
」
を
「
首
席
審
査
官
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
四
を
削
る
。

い
つ

に
載

記
の

献
文

術
技

行
先
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第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
審
判
官
」
を
「
審
査
官
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
五
条
の
四
と
す
る
。

第
七
十
条
第
四
項
中
「
第
四
十
五
条
の
五
」
を
「
第
四
十
五
条
の
四
」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
の
備
考
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
備
考
４
の
各
記
載
事
項
の
前
に
は
、
原
則
と
し
て
各
々

「発
明
の
名
称

」、

「技
術
分
野

」、

「背
景
技
術

」、

「発

n
B
e
s
t
M
o
d
e 

C
a
r
r
y
i
n
g 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

f
o
r 

o
u
t


明
の
開
示

」又
は

「発
明
の
概
要

」、

「図
面
の
簡
単
な
説
明

」、

「発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
最
良
の
形
態

」又
は

「

発
明
を
実
施
す
る
た
め
の
形
態

」及
び

「産
業
上
の
利
用
可
能
性

」の
見
出
し
を
付
す
る
。

様
式
第
八
の
二
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
備
考
１
の
各
記
載
事
項
の
前
に
は
、
原
則
と
し
て
各
々

「T
i
t
l
e 

o
f 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

」、

「T
e
c
h
n
i
c
a
l 

F
i
e
l
d

」、

「B

a
c
k
g
r
o
u
n
d 

A
r
t

」、

「D
i
s
c
l
o
s
u
r
e 

o
f 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

」又
は

「 

o
f 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

」、

「 

o
f 

D
r
a
w
i
n
g
s

」、

「	 

f
o
r 

o
u
t 

t
h
e 

S
u
m
m
a
r
y 

」又
は

「M
o
d
e
(
s
) 

B
r
i
e
f 

D
e
s
c
r
i
p
t
i
o

C
a
r
r
y
i
n
g 

t
h
e	 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

」若
し
く
は

「D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n 

o
f 

E
m
b
o
d
i
m
e
n
t
s

」及
び

「I
n
d
u
s
t
r
i
a
l 

A
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y

」の
見
出 

し
を
付
す
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
五
条
か

ら
第
四
十
五
条
の
四
ま
で
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
に

つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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